
平成 29 年 11 月 27 日 
 
 

「民泊」運営のファーストステップ 

     『「民泊」セミナー』の開催について 

名古屋銀行（頭取 藤原一朗）は、合法で正しい「民泊」運営を促すことを目的に、下記の通り

『「民泊」セミナー』を開催いたしますのでお知らせします。 

 いま話題の「民泊」は、平成 30 年 6 月に新法の施行が予定されており、年間宿泊日数が 180
日未満であれば、“旅館業等の許可”が無くとも“届出”のみで運営が可能になります。しかし、

実際に「民泊」を運営するにあたっては、“消防法の規制”など知っておくべき事項が数多くあり、

注意が必要となっています。 

このような状況を受け、当セミナーでは専門の講師をお招きし、「民泊」に関する基本的な項目

について、参入を検討されているお客さまを対象にわかりやすく解説していただきます。 

 

記 

 
タイトル 「民泊」セミナー ～「民泊」運営のファーストステップ～ 

開催日時 
平成 30 年 2 月 21 日（水）  

14 時 30 分～16 時 30 分  （受付：14 時 00 分～） 

会 場 名古屋銀行 ハートフルプラザ（大名古屋ビルヂング 16 階）  

講 師 
楽天 LIFULL STAY 株式会社 

事業戦略室 室長 齋藤恵亮 氏 

内 容 

（予定） 

 合法民泊とは？ 

 民泊新法とは？ 

 民泊をはじめるまでの 8 ステップ 

 民泊の収益モデル 

 楽天 LIFULL STAY 株式会社の提供サービス内容 他 

対 象 旅行関連、不動産オーナー、不動産会社、ディベロッパー等のお客さま 

定 員 25 名 

申込方法 別途申込書（セミナーチラシ併用）にてお申込みください。 

 
以 上 

 
 
 

      
                     



「民泊」セミナー  
～「民泊」運営のファーストステップ～ 

日時：平成３０年２月２１日（水） 
      １４：３０～１６：３０ （受付：１４：００～） 
場所：名古屋銀行 ハートフルプラザ 
      名古屋市中村区名駅３‐２８‐１２ 
           大名古屋ビルヂング１６階 
費用：無料 
定員：２５名 
講師：楽天LIFULL STAY株式会社 
                                     さいとう けいすけ 

      事業戦略室 室長 齋藤恵亮 氏 

□お申込み方法等は裏面をご覧ください。 

■主なセミナーの内容 
① 合法民泊、民泊新法とは？ 
② 民泊をはじめるまでの８ステップと収益モデル 
③ インバウンドの現状と今後 
④ 今後の宿泊市場の展望 
⑤ 楽天LIFULL STAY株式会社の活用法 etc 
 

旅行関連事業者さま 
不動産オーナーさま 
不動産会社さま 
ディベロッパーさま 
            必見！！ 

セミナー参加者さまに限り、楽天LIFULL STAY株式会社が、民泊の可能性につ
いて、１物件限定で無料調査を実施します！ 是非ご活用ください！！ 

地
方
創
生 

楽天LIFULL STAY株式会社   
日本での「合法民泊」推進のため、楽天とLIFULL HOME‘Sが共同で設立。 
プラットフォームのみに留まらず、運用代行や家具販売、レンタル家具、賠償
保険など総合的に宿泊のお手伝いのできるサービスを2018年リリース予定。 

※一部内容が変更となる場合がございます。 



参加申込書 

「民泊」セミナー 事務局 

(法人営業部 法人コンサルティンググループ)    FAX 052-962-7798 
 

平成２９年２月２１日（水） １４：３０～１６：３０ 

 貴社名 

 部署・役職                  

 業種 

 お名前 

 ご住所 （〒    -      ） 

 お電話 （          ）           -   

 お取引金融機関          銀行・信用金庫              支店 

下記をご記入いただき、FAXにてお申込みください。 
参加証は発行いたしませんので、この申込書を当日会場にご持参ください。 

※本申込みやお問合せ時にお伝えいただく個人情報は、 
 本セミナーの運営管理及び主催者・後援者・講演者 
 のご案内等に利用させていただき、第三者に提供 
 することはありません。 
※定員は２５名です。満員の場合はお申込受付時に 
 ご連絡させていただきます。 
※当日は、公共交通機関をご利用ください。 
※天候等の諸事情によりセミナーを中止する場合が 
 ございます。 
※お問合せ先 
  名古屋銀行 法人営業部  法人ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ  
   【ＴＥＬ：０５２－９６２－６９９４】 

申込締切：平成３０年２月１６日（金） 

＜民泊とは？＞ 
 訪日外国人数が増加を続ける一方、“宿泊施設の不足”が大きな問題となっています。 
その問題を解決するため、一般住宅を宿泊施設に活用すべく、２０１８年６月に「民泊新
法」の施行が予定されています。 
 「民泊新法」が施行されれば、“旅館業等の許可”が無くとも、“届出”のみで一般住宅の
「民泊」運営が可能となり、空室・空家対策として大きな期待がよせられています。 
しかしながら、“宿泊日数が年間１８０日以内に限定される”、“消防法、建築基準法等の
規制がある”など、「民泊」運営を検討するにあたって、知っておくべき事項が数多くあり、
注意が必要となっています。 
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